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がん医療の需要について（がん罹患者数）

１第19回がん診療提供体制のあり方に関する検討会（R７.７.25）参考資料より

　2040年に向けて、がん罹患者数は国全体では３％程度増加すると推計されているが、高知県で
は５～10％の減少が見込まれている。



がん医療の需要について（３大療法）

２第19回がん診療提供体制のあり方に関する検討会（R７.７.25）参考資料より

・2025年を1.0とした場合、2040年に向けてがん患者に対する三大療法の中で、手術療法は減少し、放射線療
　法と薬物療法は増加することが見込まれている。
・高知県でも、同様に手術療法は減少し、放射線療法と薬物療法は増加することが見込まれている。

がん患者における三大療法の需要推計（全国）



がん医療の供給について（３大療法）

3第19回がん診療提供体制のあり方に関する検討会（R７.７.25）参考資料より

・日本消化器外科学会によると、65歳以下の消化器外科医の数は60％に減少すると予測されている。
・日本放射線腫瘍学会によると、放射線療法を専門とする医師数は、2040年に0.2万人まで増加（2025年比で43％増加）　
　することが見込まれている。一方で、特に放射線療法の需要が減少することが見込まれる地域や、がん患者数が少ない地域では、
　放射線治療装置の維持が困難になる場合が想定される。 
・薬物療法は、必ずしも薬物療法専門医ではない他の診療科の専門医によっても提供されているため、現状、薬物療法を何人の
　医師が提供し、2040年に向けてどのように変化するか、定量的に評価することは困難である。日本臨床腫瘍学会によると、薬物療　
　法専門医数は、2040年に向けて増加すると予測されているものの、消化器外科医等の薬物療法の提供者が減少している診療　
　領域もあることに鑑みると、薬物療法を提供できる医師の確保が重要となる。



2040年を見据えたがん医療の均てん化・集約化に係る基本的な考え方について

４第19回がん診療提供体制のあり方に関する検討会（R７.７.25）参考資料より



2040年を見据えたがん医療の均てん化・集約化に係る基本的な考え方に
基づいた医療行為例

５「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」より



2040年を見据えた都道府県がん診療連携協議会を活用した均てん化・集約化の検討
の進め方について

６

・都道府県及び都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県協議会の運営を担うこと。　
　都道府県は、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。
・都道府県協議会には、拠点病院等、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体の参画を必須とし、主体的に協議に
 参加できるよう運営すること。特に、拠点病院等までの通院に時間を要する地域のがん患者、及び当該地域の市区町村には、当該 
 都道府県のがん医療提供体制の現状や、今後の構築方針について、十分に理解を得られるよう対応すること。

都道府県がん診療連携協議会の体制

・国及び国立がん研究センターから提供される将来の人口推計や、都道府県内・がん医療圏内の将来のがん患者数、院内がん登録
 のデータ等を活用して、将来の医療需要から都道府県内で均てん化・集約化が望ましい医療の具体について整理すること。

・がん種ごとにがん医療提供体制の均てん化・集約化を議論し、都道府県内で役割分担する医療機関について整理・明確化すること。

・都道府県内の放射線療法に携わる有識者の参画のもと、放射線療法に係る議論の場を設け、将来的な装置の導入・更新を見据 
 えた計画的な議論を行うこと。

・院内がん登録を実施している医療機関を対象として、都道府県内の医療機関ごとの診療実績を、院内がん登録等の情報を用いて、
 医療機関の同意のもと一元的に発信すること。その際に公表する項目について協議すること。 なお、公表する情報については、定期
 的に更新を行うことが望ましい。

・がん医療圏の見直しや病院機能再編等による拠点病院等の整備について検討すること。医療需給及び医療技術の観点から、複数
 の都道府県で協力して提供する必要のあるがん医療については、関係都道府県間において、がん医療提供体制のあり方について協
 議することが望ましい。 

都道府県がん診療連携協議会における協議事項

2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について（厚生労働省通知）より



2040年を見据えた都道府県がん診療連携協議会を活用した均てん化・集約化の検討
の進め方について

７

・従来のがん医療提供体制を維持した場合、現在提供されているがん医療が継続できなくなる恐れがあるため、今後もがん患者が質の
 高いがん医療を受療できるよう、集約化も含めた持続可能ながん医療提供体制の構築が必要であるという点について、都道府県が 
 中心となり、住民の理解を得るために、住民にとってわかりやすい説明を継続していく必要がある。 

・地域ごとに、医療資源やがん患者の状況（がん患者数、医療機関までの通院手段等）を把握し、医療機能の見える化を推進する
 とともに、がん患者の医療機関へのアクセスの確保について十分に留意しながら、適切ながん医療提供体制を整えることが重要である。
 また、手術療法を担う外科医について、がん以外にも、虫垂炎や胆嚢炎等の様々な疾患についての手術を担う必要があること等から、
 がん医療提供体制の検討にあたっては、地域医療構想や医療計画を踏まえた、がん以外も含めた地域の医療提供体制を維持・確
 保する観点についても留意することが重要である。

・地域包括ケアシステムの観点から、患者が住み慣れた地域で質の高い医療を受け続けられるように、集約化の検討が必要な医療を
 提供する医療機関、患者の日頃の体調を把握している身近な診療所・病院のかかりつけ医、訪問看護ステーション、歯科医療機関、
 薬局、介護施設・事業所等、多職種・多機関との地域連携の強化がより一層重要となる。

・かかりつけ医と拠点病院等の専門医の更なる連携強化に向けた、がん患者にとって身近な診療所・病院におけるD to P with Dによ
 るオンライン診療、医療DX等による業務効率化、人材の育成及び地域における活用への積極的な取組、ACP（アドバンス・ケア・プ
 ランニング）を含めた意思決定支援の提供体制の整備が重要となる。 

都道府県がん診療連携協議会での均てん化・集約化の検討の留意事項

2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について（厚生労働省通知）より



高知県におけるがん医療提供体制の更なる均てん化・集約化に向けて

８

・国からの基本的な考え方及び検討の進め方に基づき、高知がん診療連携協議会において、県の実情に応じたがん医療
 の更なる均てん化及び集約化の議論を進める。
・県は、がん以外の医療分野における機能集約の議論との調整や協議会へのフィードバックなどを担い、地域医療提供体制
 を維持・確保する観点から地域医療構想や医療計画と整合性を図る。
・今後もがん患者が質の高いがん医療を受療できるよう、高知県がんポータルサイト等にて医療機関毎の診療実績等を県
 民に分かりやすく発信する。


